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不
調
に
終
わ
る
ケ
ー
ス
の
原
因
は

デ
ジ
タ
ル・フ
ォ
レ
ン
ジ
ッ
ク
の

概
要
と
動
向

第１章
【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
デ
ジ
タ
ル・フ
ォ
レ
ン
ジ
ッ
ク
の
手
法
が

な
ぜ
必
要
と
な
っ
て
き
た
の
か
理
解
す

る
必
要
が
あ
る
。

●
近
年
、有
効
に
機
能
し
な
い
理
由
と
し

て
、デ
ー
タ
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
や
過
去
ロ
グ

の
不
備
、ツ
ー
ル
の
多
様
化
、デ
ー
タ
の

大
量
化
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

企
業
を
め
ぐ
る
不
正
が
後
を
絶
た
な
い

な
か
、
不
正
調
査
な
ど
で
必
須
と
な
る
デ

ジ
タ
ル
・
フ
ォ
レ
ン
ジ
ッ
ク
だ
が
、
過
去

ロ
グ
の
管
理
が
で
き
て
い
な
い
と
い
う
不

備
や
、
ツ
ー
ル
の
多
様
化
、
デ
ー
タ
の
大

量
化
に
よ
っ
て
、
追
跡
が
不
調
に
終
わ
る

ケ
ー
ス
が
出
て
き
て
い
る
。

不
正
は
起
き
る
も
の
と
い
う
意
識
の
も

と
、い
ざ
と
い
う
と
き
の
デ
ジ
タ
ル
・
フ
ォ

レ
ン
ジ
ッ
ク
が
機
能
す
る
よ
う
に
、
平
時

に
お
け
る
社
内
の
デ
ー
タ
管
理
上
、
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
を
解
説
す
る
。

不
正
調
査
に
お
け
る
デ
ジ

タ
ル・フ
ォ
レ
ン
ジ
ッ
ク

の
重
要
性

⑴　
重
要
に
な
っ
て
き
た
背
景

デ
ジ
タ
ル
・
フ
ォ
レ
ン
ジ
ッ
ク
は
、
電

子
デ
ー
タ
を
法
的
証
拠
と
し
て
利
用
す
る

た
め
の
技
術
で
あ
る
。
企
業
内
で
発
生
す

る
不
正
行
為
の
多
く
は
、
デ
ジ
タ
ル
デ
ー

タ
に
そ
の
痕
跡
が
残
る
た
め
、
こ
れ
ら
の

痕
跡
を
適
切
に
収
集
・
解
析
す
る
こ
と
で
、

不
正
行
為
の
特
定
や
証
拠
の
提
示
が
可
能

に
な
る
。

こ
の
一
連
の
技
術
は
、
日
本
に
お
い
て

は
１
９
９
０
年
代
に
発
生
し
た「
オ
ウ
ム

真
理
教
事
件
」の
捜
査
の
一
環
で
、
Ｉ
Ｔ

関
連
の
捜
査
力
強
化
が
求
め
ら
れ
た
時
期

に
源
流
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ

の
後
、
警
察
庁
・
警
視
庁
で
情
報
技
術

解
析
の
能
力
向
上
が
図
ら
れ
て
い
た
が
、

２
０
０
０
年
代
初
期
の
ラ
イ
ブ
ド
ア
事
件

の
一
環
で
、
い
わ
ゆ
る「
電
子
メ
ー
ル
偽

造
問
題
」が
起
こ
り
、
当
時
の
証
券
取
引

法（
現
在
の
金
融
商
品
取
引
法
）の
調
査
を

担
っ
て
い
る
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
に

て
、
電
子
デ
ー
タ
に
関
す
る
調
査
能
力
の

向
上
が
一
気
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
さ
ら
に
、
２
０
１
０
年
に
は「
大
阪

地
検
特
捜
部
主
任
検
事
証
拠
改
ざ
ん
事

件
」が
発
生
し
、
刑
事
事
件
に
お
い
て
も

電
子
デ
ー
タ
の
証
拠
の
取
扱
い
に
対
す
る

知
識
と
技
術
の
向
上
が
必
要
不
可
欠
と
な

り
、
デ
ジ
タ
ル
・
フ
ォ
レ
ン
ジ
ッ
ク
体
制

を
強
化
し
て
い
る（
図
表
１
）。

こ
の
流
れ
を
経
て
、
刑
事
事
件
や
犯
則

調
査
で
は
デ
ジ
タ
ル
・
フ
ォ
レ
ン
ジ
ッ
ク

の
利
用
が
不
可
欠
と
な
っ
て
お
り
、
訴
訟

が
提
起
さ
れ
た
後
に
係
争
を
行
う
裁
判
所

で
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、

民
事
事
件
や
各
種
不
正
調
査
に
お
い
て
も

最
終
的
な
争
い
の
場
と
な
る
裁
判
所
の
判

断
に
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、
初
動
か
ら
デ

ジ
タ
ル
・
フ
ォ
レ
ン
ジ
ッ
ク
を
活
用
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

（
図
表
２
）。

⑵　
各
種
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
状
況　

実
際
に
、少
し
前
か
ら
デ
ジ
タ
ル
・
フ
ォ

レ
ン
ジ
ッ
ク
の
利
用
に
つ
い
て
、
す
で
に

各
種
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
明
記
さ
れ
て
い

る
。
日
本
弁
護
士
連
合
会
２
０
１
０
年
７

月
15
日
付
け（
同
年
12
月
17
日
改
訂
）「
企

業
等
不
祥
事
に
お
け
る
第
三
者
委
員
会
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」で
は
、「
第
６　

そ
の
他
」の

「
１
調
査
の
手
法
な
ど
」に「
⑦
デ
ジ
タ
ル

調
査
」が
明
記
し
て
あ
る
。
ま
た
、
日
本

公
認
会
計
士
協
会
の
２
０
１
３
年
９
月
４

日
付
け「
不
正
調
査
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」で

は
、
仮
説
検
証
の
た
め
の
主
な
調
査
手
続

と
し
て「
Ｐ
Ｃ
等
の
解
析
」が
明
記
さ
れ
て

い
る
。

近
年
の
不
調
に
終
わ
る

ケ
ー
ス

前
記
の
よ
う
な
状
況
に
も
か
か
わ


